
令和８年１月８日 

こども若者局子育て応援都市推進課 

 

西公園への屋内遊び場の整備について 

 
１ 概要 

  本市では、令和７年３月に策定した「仙台市遊びの環境の充実に向けた取組方針」に基

づき、西公園へこどものための屋内遊び場の整備を進めている。前回審議会で報告した

「（仮称）西公園屋内遊び場基本計画の骨子」以降の検討状況や今後の予定について報告

するもの。 

 

２ 「広瀬川の清流を守る条例」における整備計画地の状況 
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水質保全区域 

 

 

３ （仮称）西公園屋内遊び場基本計画（中間案）  

  今年度は、本施設の整備に関する基本的な事項を総合的に定める「（仮称）西公園屋内

遊び場基本計画（以下、「基本計画」とする。）」を策定することとしており、11月に基

本計画（中間案）を策定した。詳細については資料１－２のとおり。 

 

４ 今後の予定 

  今年度中に基本計画を策定するとともに、令和８年度は、基本計画の内容を基にした設

計を進める。そのほか、今後、本施設の管理運営に関する具体的な内容を定める「管理運

営計画」を策定し、施設で実施する各種事業や、管理運営・事業実施に必要な運営組織体

制といった内容についても検討していく。 

資 料 １―１ 


